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■
相
談
員

　

山
口
県
行
政
書
士
会
の
行
政
書

士
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
行
政
書
士
会

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
５
０
５
９

障
が
い
者
合
同
就
職
説
明
会

■
日
時

　
10
月
16
日
㈮

　

午
後
1
時
か
ら
3
時
30
分
ま
で

（
受
付
は
午
後
０
時
30
分
か
ら
）

■
場
所　

山
口
県
柳
井
総
合
庁
舎

（
柳
井
市
南
町
３
‐
９
‐
３
）

■
主
催　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
柳
井

（
柳
井
公
共
職
業
安
定
所
）

■
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
柳
井

☎
０
８
２
０
（
２
２
）
２
６
６
１

求
職
者
の
た
め
の
適
性
適
職

検
査

■
内
容　

パ
ソ
コ
ン
を
使
っ
て
、

興
味
・
能
力
の
観
点
か
ら
職
業
と

の
相
性
を
調
べ
ま
す
。
そ
の
結
果

を
も
と
に
キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
と
仕
事
の
選
択
に
つ
い
て
話

し
合
い
ま
す
。

お知らせ９月

■
日
時

　

毎
月
第
２
・
４
木
曜
日

　

①
午
前
10
時
～
②
午
前
11
時
～

　

③
午
後
０
時
～

■
場
所　

　

柳
井
市
中
央
公
民
館
（
柳
井
市

柳
井
３
７
１
８
）

■
対
象
　

　

15
～
39
歳
の
求
職
中
の
方

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
（
相

談
料
無
料
、
要
事
前
予
約
）

し
ゅ
う
な
ん
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

☎
０
８
３
４
（
２
７
）
６
２
７
０

再
チ
ャ
レ
ン
ジ
研
修

 

Ⅳ
期
受
講
者
募
集

　

職
場
復
帰
を
目
指
し
、
技
術
を

再
確
認
し
た
い
看
護
職
の
方
が
対

象
の
研
修
で
す
。

■
対
象　

未
就
業
の
看
護
職

■
募
集
期
間　

10
月
１
日
㈭
～
12

月
17
日
㈭

■
研
修
期
間　

平
成
28
年
１
月
か

ら
３
月
ま
で
の
間
の
５
日
程
度

■
研
修
会
場　

県
内
の
地
域
協
力

病
院

■
内
容　

看
護
に
つ
い
て
講
義
・

演
習
・
見
学
実
習　

■
受
講
料　

無
料

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

山
口
県
ナ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
（
山
口

県
看
護
協
会
内
）

☎
０
８
３
５
（
２
４
）
５
７
９
１

㈫
～
㈯
の
み

ハ
ー
ト
ピ
ア
共
済

小
さ
な
負
担
で
大
き
な
保
障

「
中
小
企
業
勤
労
者
共
済
制

度
」

平
成
27
年
6
月
1
日
以
降
の
入
院

に
つ
い
て
、
1
日
目
か
ら
の
入
院

給
付
開
始
と
な
り
ま
し
た
。

〇
加
入
で
き
る
方
は
、
県
内
の
中

小
企
業
の
勤
労
者
で
、
契
約
発
効

日
の
前
日
に
健
康
な
方

〇
こ
の
制
度
は
、
死
亡
・
障
害
・
入

院
・
住
宅
災
害
等
の
不
測
の
事
態
に

対
し
て
セ
ッ
ト
で
保
障
し
、
ま
た
、

結
婚
、
出
産
、
銀
婚
、
小
・
中
・
高

校
入
学
時
の
祝
金
も
給
付
し
ま
す
。

〇
福
利
厚
生
事
業
と
し
て
、
全
国

宿
泊
施
設
利
用
料
助
成
（
１
人　

２
０
０
０
円
・
３
０
０
０
円
）

人
間
ド
ッ
ク
・
脳
ド
ッ
ク
受
診
料

助
成
（
１
人　

１
０
０
０
円
～

８
０
０
０
円
）

国
家
資
格
試
験
等
受
験
料
助
成

（
１
人　

２
０
０
０
円
・
４
０
０
０

円
）

〇
事
業
所
が
従
業
員
の
た
め
に
共

済
掛
金
を
負
担
さ
れ
た
場
合
は
、

損
金
ま
た
は
必
要
経
費
と
し
て
算

お
知
ら
せ

入
で
き
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

周
防
大
島
町
勤
労
福
祉
共
済
会

（
商
工
観
光
課
内
）

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
０
３

屋
外
広
告
物
講
習
会
を
開
催

し
ま
す

　

受
講
者
は
、
山
口
県
の
屋
外
広

告
業
登
録
の
際
に
必
ず
置
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
「
業
務
主
任
者
」

の
資
格
を
得
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
日
程
　

　

10
月
26
日
㈪
午
前
９
時
50
分
～

※
今
年
度
か
ら
開
始
時
間
を
5
分

前
倒
し

■
会
場

　

山
口
県
庁
共
用
第
３
会
議
室

■
受
講
手
数
料　

３
４
５
０
円

■
申
込
期
間

9
月
10
日
㈭
～
10
月
9
日
㈮
（
消

印
有
効
）

※
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

■
申
し
込
み

　

山
口
県
柳
井
土
木
建
築
事
務
所

■
問
い
合
わ
せ

　

山
口
県
都
市
計
画
課

☎
０
８
３
（
９
３
３
）
３
７
３
３

型 種 月掛金
( １人 )

最高給付金額 
( 交通事故 ) 死亡 加入年齢

１型 450 円  240 万円  

満 15 歳以上満 65 歳未満 
（4 型は満 50 歳未満まで）

２型 900 円  480 万円  

３型 1,500 円  720 万円  

４型 2,000 円  1,000 万円  

高齢者型 450 円  100 万円  満 65 歳以上満 71 歳未満

ﾌｧﾐﾘｰ型 500 円  200 万円  0 歳以上満 65 歳未満 
（子供は満 25 歳未満）

特　設　人　権　相　談　所
◆日　　時　10 月５日㈪　午前９時 30 分～正午

◆場　　所　橘総合センター

◆相談内容　人権問題、土地、家屋、金銭貸借、

　　　　　　  離婚などの生活上の心配事

◆相 談 員 　 人権擁護委員

◆問い合わせ　福祉課　
　　☎０８２０（７７）５５０５


